
 

令和７年度 

第６回沖縄地方最低賃金審議会 
 

 

                    日 時 令和８年３月６日(金) 16：00～ 

                    場 所 那覇第二地方合同庁舎１号館 

                        共用大会議室(２階) 

 

 

 

議事次第 

 

 

１ 令和７年度沖縄地方最低賃金審議会の総括について 

 

２ 令和７年度沖縄地方最低賃金審議会沖縄県最低賃金専門部会の廃止について 

 

３ その他  



令和７年度第６回沖縄地方最低賃金審議会資料一覧 

 

                              

１．令和７年度 沖縄地方最低賃金審議会委員名簿          Ｐ1～2 

 

２．最低賃金審議会令（抜粋）                  Ｐ3～4 

 

３．令和７年度 沖縄地方最低賃金審議会実施状況         Ｐ5～6 

 

４．沖縄県及び全国の特定（産業別）最低賃金           Ｐ7～16 

 

５．令和７年度 改正最低賃金に係る周知広報状況について    Ｐ17～18 

          

６．令和７年度 業務改善助成金の実績             Ｐ19～20 

 

７．令和７年度 支援策の活用状況               Ｐ21～22 

 

８．最低賃金の履行確保を主眼とする監督指導結果        Ｐ23～26 

(令和７年１月から３月実施分、全国及び沖縄) 

 

９．令和７年度 地域別最低賃金答申状況            Ｐ27～28 

    

10．令和８年度 沖縄地方最低賃金審議会日程（案）       Ｐ29～34 

 

11．令和８年度 答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表  Ｐ35～42 

 

12．2026年度特定（産業別）最低賃金改正の申出意向表明について Ｐ43～44 
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最低賃金審議会令（抜粋） 

 

（最低賃金専門部会） 

第六条 最低賃金法第二十五条第一項又は第二項の規定により審議会に置かれる専門部会

（以下「最低賃金専門部会」という。）の委員及び臨時委員（地方最低賃金審議会に置か

れる最低賃金専門部会にあっては、委員）の数は、九人以内とする。 

２ 中央最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会に属すべき委員及び臨時委員は、中

央最低賃金審議会の委員及び臨時委員のうちから、厚生労働大臣が任命する。 

３ 中央最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会に属すべき関係労働者を代表する臨

時委員、関係使用者を代表する臨時委員及び公益を代表する臨時委員の数は、各同数とす

る。 

４ 第三条の規定は、地方最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会の関係労働者を代

表する委員及び関係使用者を代表する委員の任命について準用する。この場合において、

同条第一項中「関係労働組合又は関係使用者団体」とあるのは「関係者（関係者の団体を

含む。）」と、同条第二項中「推薦」とあるのは「推薦（都道府県労働局長が、会長の同意

を得て、関係者を代表するに適当でないと認める候補者に係る推薦を除く。）」と読み替え

るものとする。 

５ 審議会は、あらかじめその議決するところにより、最低賃金専門部会の決議をもつて審

議会の決議とすることができる。 

６ 前条の規定は、最低賃金専門部会について準用する。この場合において、中央最低賃金

審議会に置かれる最低賃金専門部会については、同条第二項中「中央最低賃金審議会」と

あるのは「中央最低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会」と、「労働者を代表する委

員」とあるのは「関係労働者を代表する委員」と、「使用者を代表する委員」とあるのは

「関係使用者を代表する委員」と読み替えるものとし、地方最低賃金審議会に置かれる最

低賃金専門部会については、同項中「地方最低賃金審議会」とあるのは「地方最低賃金審

議会に置かれる最低賃金専門部会」と、「労働者を代表する委員」とあるのは「関係労働

者を代表する委員」と、「使用者を代表する委員」とあるのは「関係使用者を代表する委

員」と読み替えるものとする。 

７ 最低賃金専門部会は、その任務を終了したときは、審議会の議決により、これを廃止す

るものとする。 

 

【沖縄地方最低賃金審議会専門部会】 

○ 沖縄県最低賃金専門部会 
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資料  ５

〇文書の発出・プレスリリースなど

8月26日

9月1６日～

9月24日

本省版リーフレット、ポスター、沖縄県版支援パッケージを添えて、周知広報依頼

9月18日～
10月1日

11月14日

10月3日

10月4日

10月24日

11月3日

11月4日

11月18日

12月3日

12月9日

・沖縄県の協力の下、県政広報番組「うまんちゅひろば」のインフォメーションコーナーで放映(12月6日～12月７日)

官報公示(プレスリリース)　→　令和７年12月１日(月)より発効

石垣市役所(副市長)、竹富町役場(町長)、他関係団体等を訪問し、周知協力依頼

八重山産業まつり会場にて、連合沖縄と協力して周知広報(ポケットティッシュ配布)

本島中部地区にて、連合沖縄と協力して街頭キャンペーンを実施(ポケットティッシュ配布)

奥武山公園で開催された「沖縄の産業まつり」会場にて、県工業連合会の協力を得て、周知広報(ポケットティッ
シュ配布)

・モノレール駅構内へポスターを掲示（12/１～12/７本省実施、2/3～2/23労働局実施）

・沖縄県の協力の下、県内イオン５店舗へポスター、リーフレットを設置(12月１日～12月31日)

・懸垂幕の設置：名護署、宮古署、八重山署（10月中旬～）

・県内各市町村に対し、ＨＰ及び広報誌への広報依頼を実施
　　ＨＰ ⇒ 全市町村が最低賃金リーフレット等の周知記事を掲載（41市町村）
　　広報誌 ⇒ 発行しているすべての市町村が掲載（40市町村）

宮古島産業まつり会場にて、連合沖縄と協力して周知広報(ポケットティッシュ配布)

宮古島市役所(副市長)、宮古島商工会議所等を訪問し、周知協力依頼

〇その他

・令和７年10月１日からリーフレット等を局ホームページに掲載、10月３日からポスターを合同庁舎掲示板に掲示

・令和７年10月１日から局徴収室前の電子掲示板(デジタルサイネージ)に最賃リーフレット表示

・周知用ポケットティッシュを作成し、上記の街頭キャンペーン等の機会に配布するとともに、労働局各関係部署(監督署、ハ
ローワーク等)の窓口に設置した。

県、労使団体の協力を得て、県庁前広場にて最低賃金改正周知街頭キャンペーンを実施（局長挨拶、ポケット
ティッシュ配布)
（11/10～11/13　マスコミ３社を訪問し取材依頼）

本島北部地区にて、連合沖縄と協力して街頭キャンペーンを実施(ポケットティッシュ配布)

〇街頭キャンペーンなど

付帯決議が付された答申内容の周知協力要請文の発出
【県、総合事務局、県内国家機関、県内市町村、計84件　(総合事務局へは局長自ら直接協力要請依頼)】

令和７年度　改正最低賃金に係る周知広報状況について

10月３日～

使用者団体等を訪問。最低賃金改正周知への協力依頼、中小企業・小規模事業者への支援策について説明

記者発表プレスリリース（最低賃金改正周知に係る街頭キャンペーンの実施）
併せて、「沖縄県版支援パッケージ」を作成、発表(プレスリリース)

（県、総合事務局、各市町村、使用者および労働団体、各金融機関、大学、高校、他業界団体等、約1,400件）

改正答申プレスリリース、意見公示
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資 料 ６

業務改善助成金の実績（最低賃金引上げに向けた中小企業生産性向上支援策）

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

沖縄 87 317 419 610
全国 7,264 19,764 21,783

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

沖縄 82 220 354 532
全国 5,672 13,603 18,601

※令和７年度分については令和８年２月分までの集計

〇交付決定件数

〇申請件数

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

令和６年度 8 30 13 15 32 109 75 43 73 21 0 0

令和７年度 6 22 43 28 76 43 138 254 0 0 0

8
30

13 15
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109
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43

73

21
0 0

6 22

43
28
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138
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0 0 0
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令和６年度 令和７年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

令和６年度 0 37 21 22 0 23 14 24 78 118 17 0

令和７年度 0 10 29 27 24 30 34 31 273 62 12

0

37

21 22 0 23 14 24

78

118

17
00

10

29 27 24 30 34
31

273

62

120

50

100

150

200

250

300

交付決定件数（沖縄）

令和６年度 令和７年度
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(2)　業種別法違反の状況（2025年１月～３月、全国計）

監督実施
事業場数

違　　反
事業場数

違反率％
監督実施
事業場数

違　　反
事業場数

違反率％
監督実施
事業場数

違　　反
事業場数

違反率％

01  製造業 4,580 477 10.4% 4,191 424 10.1% 389 53 13.6%

　01　食料品製造業 　 1,277 116 9.1% 1,276 116 9.1% 1 0 0.0%

  02  繊維工業 250 30 12.0% 250 30 12.0% 0 0 -

  03  衣服その他の繊維製品製造業 325 21 6.5% 325 21 6.5% 0 0 -

  04  木材・木製品製造業 114 15 13.2% 114 15 13.2% 0 0 -

  05  家具・装備品製造業 61 8 13.1% 61 8 13.1% 0 0 -

  06  パルプ・紙・紙加工品製造業 115 19 16.5% 115 19 16.5% 0 0 -

  07  印刷・製本業 256 26 10.2% 253 25 9.9% 3 1 33.3%

  08  化学工業 250 29 11.6% 248 29 11.7% 2 0 0.0%

  09  窯業土石製品製造業 55 3 5.5% 49 3 6.1% 6 0 0.0%

  10  鉄鋼業 20 2 10.0% 5 0 0.0% 15 2 13.3%

  11  非鉄金属製造業 40 5 12.5% 22 3 13.6% 18 2 11.1%

  12  金属製品製造業 365 38 10.4% 350 34 9.7% 15 4 26.7%

  13  一般機械器具製造業 250 20 8.0% 160 12 7.5% 90 8 8.9%

  14  電気機械器具製造業 321 44 13.7% 159 20 12.6% 162 24 14.8%

  15  輸送用機械等製造業 130 16 12.3% 68 7 10.3% 62 9 14.5%

  16  電気・ガス・水道業 8 1 12.5% 8 1 12.5% 0 0 -

  17  その他の製造業 743 84 11.3% 728 81 11.1% 15 3 20.0%

02  鉱業 2 1 50.0% 2 1 50.0% 0 0 -

03  建設業  244 21 8.6% 244 21 8.6% 0 0 -

  01　土木木工事業 48 7 14.6% 48 7 14.6% 0 0 -

  02　建築工事業 105 6 5.7% 105 6 5.7% 0 0 -

  03　その他の建設業 91 8 8.8% 91 8 8.8% 0 0 -

04  運輸交通業 58 9 15.5% 57 9 15.8% 1 0 0.0%

  02  道路旅客運送業 12 0 0.0% 12 1 8.3% 0 0 -

  03  道路貨物運送業 44 1 2.3% 43 8 18.6% 1 0 0.0%

  04  その他の運輸交通業 0 0 - 0 0 - 0 0 -

05  貨物取扱業 9 2 22.2% 9 2 22.2% 0 0 -

１号～５号  計 4,893 510 10.4% 4,503 457 10.1% 390 53 13.6%

06  農林業 116 27 23.3% 116 27 23.3% 0 0 -

　01　農業 112 26 23.2% 112 26 23.2% 0 0 -

　02　林業 4 1 25.0% 4 1 25.0% 0 0 -

07  畜産･水産業 29 5 17.2% 29 5 17.2% 0 0 -

　01　畜産業 25 5 20.0% 25 5 20.0% 0 0 -

　02　水産業 4 0 0.0% 4 0 0.0% 0 0 -

08  商業 8,607 824 9.6% 8,560 820 9.6% 47 4 8.5%

  01  卸売業 1,730 163 9.4% 1,730 163 9.4% 0 0 -

  02  小売業 5,435 529 9.7% 5,388 525 9.7% 47 4 8.5%

  03  理美容業 1,230 112 9.1% 1,230 112 9.1% 0 0 -

  04  その他の商業 212 20 9.4% 212 20 9.4% 0 0 -

09  金融・広告業 102 9 8.8% 102 9 8.8% 0 0 -

　01　金融業 17 2 11.8% 17 2 11.8% 0 0 -

　02　広告・あっせん業 85 7 8.2% 85 7 8.2% 0 0 -

10  映画・演劇業 20 5 25.0% 20 5 25.0% 0 0 -

11  通信業 7 1 14.3% 7 1 14.3% 0 0 -

12  教育・研究業 134 17 12.7% 134 17 12.7% 0 0 -

13  保健衛生業 1,823 144 7.9% 1,823 144 7.9% 0 0 -

  01  医療保健業 454 35 7.7% 454 35 7.7% 0 0 -

  02  社会福祉施設 1,300 105 8.1% 1,300 105 8.1% 0 0 -

  03  その他の保健衛生業 69 4 5.8% 69 4 5.8% 0 0 -

14  接客娯楽業 3,663 397 10.8% 3,663 397 10.8% 0 0 -

  01  旅館業 560 57 10.2% 560 57 10.2% 0 0 -

  02  飲食店 2,894 317 11.0% 2,894 317 11.0% 0 0 -

  03  その他の接客娯楽業 209 23 11.0% 209 23 11.0% 0 0 -

15  清掃・と畜業 279 31 11.1% 279 31 11.1% 0 0 -

16  官公署 0 0 - 0 0 - 0 0 -

17  その他の事業 608 64 10.5% 606 64 10.6% 2 0 0.0%

  01  派遣業 22 3 13.6% 21 3 14.3% 1 0 0.0%

  02  その他の事業 586 61 10.4% 585 61 10.4% 1 0 0.0%

６号～１７号  計 15,388 1,524 9.9% 15,339 1,520 9.9% 49 4 8.2%

合計 20,281 2,034 10.0% 19,842 1,977 10.0% 439 57 13.0%

業　　　　種
合計 地域別最低賃金適用事業場 特定最低賃金適用事業場

-5
5-
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資料８－２

監督実施事業場（件） 法第４条違反事業場（件） 違反率（％）

地域別最賃 190 15 7.9 10.0

産業別最賃 0 0 0.0 13.0

合計 190 15 7.9 10.0

監督実施事業場（件） 法第４条違反事業場（件） 違反率（％）

平成12年 297 52 17.5 9.5

平成13年 252 32 12.6 9.3

平成14年 261 40 15.3 9.2

平成15年 211 32 15.2 6.6

平成16年 186 8 4.3 5.5

平成17年 192 17 8.9 6.4

平成18年 136 26 19.1 6.8

平成19年 267 26 9.7 6.9

平成20年 218 11 5.0 6.7

平成21年 45 6 13.3 8.5

平成22年 171 6 3.5 7.8

平成23年 155 10 6.5 10.4

平成24年 181 22 12.2 8.3

平成25年 150 32 21.3 9.6

平成26年 135 11 8.1 10.7

平成27年 133 15 11.3 11.6

平成28年 115 20 17.4 13.3

平成29年 147 34 23.1 14.1

平成30年 203 23 11.3 12.7

平成31年 209 15 7.2 13.7

令和２年 180 9 5.0 13.3

令和３年 117 3 2.6 8.1

令和４年 174 8 4.6 10.7

令和５年 143 7 4.9 10.3

令和６年 216 20 9.3 10.5

令和７年 190 15 7.9 10.0

最低賃金別 法第４条違反事業場
適用される最低賃金を
知っている

金額は知らないが適用
されることを知っている

最低賃金が適用さ
れることを知らな
かった

15 9 6 0

100.0% 60.0% 40.0% 0.0%

0 0 0 0

0% 0% 0% 0%

15 9 6 0

100.0% 60.0% 40.0% 0.0%

　　※平成26年以前については、約定賃金が最低賃金額以上で24条違反を含む

最　低　賃　金　監　督　指　導　実　施　状　況（沖縄）

第１表　最低賃金法第４条違反事業場

１　令和７年（１月～３月）

最低賃金別
監督実施状況

全国違反率（％）

※監督実施事業場数については、監督実施時労働者0人の事業場を除く。

２　年次別推移

年別
沖　　　　　　　縄

全国違反率（％）

第２表　最低賃金法第４条違反事業場の最低賃金に関する認識度

（令和７年）

地域別最賃

産業別最賃

合計

25
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資
料

1
0
-
1

№
１

回
 
数

（
公

 
益

 
調

 
整

）
主

　
 
要

 
　

議
　

 
題

回
 
数

主
 
　

要
 
 
 
議

 
　

題
回

 
数

主
　

 
要

 
 
 
議

 
　

題

 ○
年
間
審
議
計
画

 ○
会
長
、
会
長
代
理
選
出
  
○
地
域
最
賃
改
定
諮
問

７
．
１

１
回

 ○
専
門
部
会
、
運
小
役
割
分
担

 ○
地
域
専
門
部
会
の
設
置
  

○
令
第
6条

第
5項

適
用

（
大
会
議
室
）

1
5
:
0
0

 ○
運
営
小
委
員
会
の
設
置
  
○
年
間
審
議
日
程
計
画

７
．
１
（
水
)

～
７
．
１
６
(木

)
庁

舎
掲

示
板

/
H
P

に
掲

示

７
．
2
2

１
回

 ○
(地

域
別
)部

会
長
、
部
会
長
代
理
選
出

（
大

会
議

室
）

1
5
:
0
0

 ○
実
地
視
察
・
参
考
人
聴
取
等
の
実
施
に
つ
い
て

７
．
２
４

～
７
．
２
８

 ○
(地

域
別
) 
事
業
場
実
地
視
察

各
側
委
員
1名

（
事

業
場

）
※
左
記
期
間
に
お
い
て
、
影
響
率
・
未
満
率
を
考
慮

し
た
３
業
種
か
ら
１
事
業
場
ず
つ
選
定
の
上
視
察
予

定

２
回

 ○
中
賃
目
安
伝
達

１
回

 ○
委
員
長
、
委
員
長
代
理
選
出

３
回

 ○
実
地
視
察
結
果

７
．
３
１

 
 ○

特
定
(産

別
)最

賃
改
定
の
必
要
性
の
有
無
に

つ
い
て

諮
問

 ○
参
考
人
意
見
聴
取

（
大

会
議

室
）

1
3
:
0
0

 

  ○
最
賃
基
礎
調
査
結
果
報
告

1
4
:
0
0

 ○
特
定
(産

別
)最

賃
改
定
の

　
必
要
性
の
有
無
に
係
る
検
討

1
5
:
0
0

８
．
３

４
回

 ○
(地

域
別
) 
額
提
示
、
調
整

(
大

会
議

室
）

1
4
:
0
0

８
．
５

５
回

 ○
(地

域
別
) 
額
調
整

(
大

会
議

室
）

1
4
:
0
0

８
．
７

３
回

 
〇

地
賃

専
門

部
会

報
告

(
8
/
7
専

門
部

会
で

結
審

の
場

合
)

（
全

会
一

致
で

な
か

っ
た

場
合

；
採

決
）

２
回

 ○
関
係
人
意
見
聴
取
 (
概
要
書
)

６
回

 ○
(地

域
別
)額

調
整
(結

審
)

(
大

会
議

室
）

1
6
:
0
0

○
特
定
(産

別
)最

賃
専
門
部
会

　
役
割
分

担
、
運
営
に
つ
い
て

○
特
定
(産

別
)最

賃
改
定
の
必
要
性
の
有
無
に

つ
い
て

運
小
の
結
果
報
告
及
び
答
申

○
特
定
(産

別
)最

賃
改
定
諮
問
（
必
要
あ
り
の
場
合
）

1
3
:
0
0

 ○
特
定
(産

別
)最

賃
改
定
の
必
要

性
の
有
無
に
つ
い
て
と
り
ま
と
め

1
4
:
0
0

８
．
１
２

４
回

 
〇

地
賃

専
門

部
会

報
告

(
8
/
1
2
専

門
部

会
で

結
審

の
場

合
)

７
回

 ○
(地

域
別
)額

調
整
予
備
(結

審
)

(
大

会
議

室
）

1
6
:
0
0

（
全
会
一
致
で
な
か
っ
た
場
合
；
採
決
）

1
4
:
0
0

８
．
１
２
(水

)
～
８
．
２
７
(木

)

令
和

８
年

度
　

沖
縄

地
方

最
低

賃
金

審
議

会
審

議
計

画
(
案

)

番 号
月

　
日

曜
日

沖
縄

地
方

最
低

賃
金

審
議

会
（

本
審

）
運

営
小

委
員

会
地

域
別

最
低

賃
金

専
門

部
会

備
考

１

水

地
賃
改
正
諮
問
に
対
す
る
労
働
者
及
び
使
用
者
か
ら
の
意
見
提
出
に
係
る
公
示
(7

/1
～

7/
16

)
専

門
部

会
委

員
の

推
薦

に
係

る
公

示
(
7
/
1
～

7
/
1
6
)

２
水

３
金 ～ 火

２
回

４
金

５
月 水

６

特
定
最
賃
諮
問
に
対
す
る
労
働
者
及
び
使
用
者
か
ら
の
意
見
提
出
に
係
る
公
示
(8
/7
～
8/
24
)

７

金

８
．
７
(水

)
～
８
．
２
４
(月

)

地
域
最
賃
答
申
に
対
す
る
労
働
者
及
び
使
用
者
か
ら
の
意
見
提
出
に
係
る
公
示
（
8/
7採

決
の
場
合
）

(
特

定
)
専

門
部

会
委

員
の

推
薦

に
係

る
公

示
(
8
/
7
～

8
/
2
4
)

地
域

最
賃

答
申

に
対

す
る

労
働

者
及

び
使

用
者

か
ら

の
意

見
提

出
に

係
る

公
示

：
令

第
6
条

第
5
項

適
用

の
場

合
)

地
域
最
賃
答
申
に
対
す
る
労
働
者
及
び
使
用
者
か
ら
の
意
見
提
出
に
係
る
公
示
（
8/
12
採
決
の
場
合
）

８

水
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№
２

回
 
数

（
公

 
益

 
調

 
整

）
主

　
 
要

 
　

議
　

 
題

回
 
数

主
 
　

要
 
 
 
議

 
　

題
回

 
数

主
　

 
要

 
 
 
議

 
　

題

８
．
2
5

異
議
審
（
8/
7答

申
の
場
合
）

（
中
会
議
室
）

異
議
申
出
内
容
に
か
か
る
審
議

８
.２
６

（
大
会
議
室
）

水
異
議
審
（
8/
10
答
申
の
場
合
）

異
議
申
出
内
容
に
か
か
る
審
議

８
.２
８

（
大
会
議
室
）

金
異
議
審
（
8/
12
答
申
の
場
合
）

異
議
申
出
内
容
に
か
か
る
審
議

９
.１

（
大
会
議
室
）

火
異
議
審
（
8/
14
答
申
の
場
合
）

異
議
申
出
内
容
に
か
か
る
審
議

　
　
　
（
産
業
別
合
同
部
会
）

 ○
部
会
長
、
部
会
長
代
理
選
出

１
回

 ○
実
態
調
査
報
告
  
○
審
議
会
部
会
日
程
調
整

1
4
:
0
0

　
　
　
（
産
業
別
資
料
説
明
）

 ◇
新

聞
業
　
　
 　

  
 ◇

自
動
車
(新

車
)小

売
業

 ◇
各
種
商
品
小
売
業
 ◇

糖
類
製
造
業

２
回

　
 (
産
業
別
)　

　
○
額
の
提
示

1
4
:
0
0

  
 ◇

新
聞
業
(1
4:
00
～
）

（
大

会
議

室
）

1
5
:
3
0

　
 ◇

自
動
車
(新

車
)小

売
業
（
15
:3
0～

）

２
回

　
 (
産
業
別
)　

　
○
額
の
提
示

1
4
:
0
0

  
 ◇

各
種
商
品
小
売
業
(1
4:
00
～
）

（
大

会
議

室
）

1
5
:
3
0

　
 ◇

糖
類
製
造
業
（
15
:3
0～

）

９
．
１
１

３
回

　
 (
産
業
別
)　

　
○
額
の
調
整
　
(結

審
)

（
大
会
議
室
）

1
4
:
0
0

  
 ◇

新
聞
業

９
．
１
１
(金

)
～
２
８
(月

)

９
．
１
４

３
回

　
 (
産
業
別
)　

　
○
額
の
調
整
　
(結

審
)

（
大
会
議
室
）

1
4
:
0
0

  
 ◇

自
動
車
(新

車
)小

売
業

９
．
１
４
(月

)
～
９
．
２
９
(火

)

９
．
１
５

３
回

　
 (
産
業
別
)　

　
○
額
の
調
整
　
(結

審
)

（
大
会
議
室
）

1
4
:
0
0

  
 ◇

各
種
商
品
小
売
業

９
．
１
５
(火

)
～
９
．
３
０
(水

)

９
．
１
６

３
回

　
 (
産
業
別
)　

　
○
額
の
調
整
　
(結

審
)

（
大
会
議
室
）

1
4
:
0
0

  
 ◇

糖
類
製
造
業

９
．
１
６
(水

)
～
１
０
．
１
(木

)

９
．
１
７
．
１
８

４
回

 (
産
業
別
) 

○
額
の
調
整
 (
結
審
：
予
備
日
)

（
大
会
議
室
）

1
4
:
0
0
～

1
5
:
3
0
～

各
業
種

９
．
２
４

 ○
(産

業
別
) 
額
調
整

（
大

会
議

室
）

※
専
門
部
会
で
結
審
に
至
ら
な
か
っ
た
場
合
（

採
決
）

９
．
２
４
(木

)
～
１
０
．
９
（
金
)

番 号
月

　
日

曜
日

沖
縄

地
方

最
低

賃
金

審
議

会
（

本
審

）
運

営
小

委
員

会
最

低
賃

金
専

門
部

会

9

火

４
回

(
ま

た
は

5
回

)
9
:
3
0

1
0

木

９
．
３

（
大

会
議

室
）

1
1

９
．
８

火

1
2

９
．
９

水

1
3

金

特
定
最
賃
（
新
聞
）
答
申
に
対
す
る
労
働
者
及
び
使
用
者
か
ら

の
意
見
提
出
に
係
る
公
示
　
(令

第
6条

第
5項

適
用
)

1
4

月

特
定
最
賃
（
自
動
車
）
答
申
に
対
す
る
労
働
者
及
び
使
用
者
か

ら
の
意
見
提
出
に
係
る
公
示
　
(令

第
6条

第
5項

適
用
)

1
5

火

特
定
最
賃
（
各
種
商
品
）
答
申
に
対
す
る
労
働
者
及
び
使
用
者

か
ら
の
意
見
提
出
に
係
る
公
示
　
(令

第
6条

第
5項

適
用
)

1
6

水

特
定
最
賃
（
糖
類
）
答
申
に
対
す
る
労
働
者
及
び
使
用
者
か
ら

の
意
見
提
出
に
係
る
公
示
　
(令

第
6条

第
5項

適
用
)

1
7

木 金

1
8

木
５

回
1
5
:
0
0

特
定
最
賃
（
各
業
種
）
答
申
に
対
す
る
労
働
者
及
び
使
用
者
か

ら
の
意
見
提
出
に
係
る
公
示
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令
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の
審
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つ

い
て

９
．
３
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８
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令

和
９

年
度

特
賃

（
産

別
）

最
低

賃
金

申
出

意
向

確
認

（
大

会
議

室
）

1
6
:
0
0

 ○
最

低
賃

金
専

門
部

会
の

廃
止

に
つ

い
て

 ○
そ

の
他

沖
縄

地
方

最
低

賃
金

審
議
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（
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審

）
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営
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員

会
最
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部
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番 号
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曜
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６月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

審議会開催日程

公示期間

その他

７月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

審議会開催日程
第1回
本審

（予備日）
第１回

専門部会
（予備日）

・第２回
本審
・第１回
運営小委
員会
・第３回
専門部会

開催時間 15:00 15:00
13：00～
14：00～
15：00～

公示期間
中賃目安
伝達

その他

８月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

審議会開催日程
・第４回
専門部会

（予備日）
・第５回
専門部会 （予備日）

・第２回
運営小
委員会
・第６回
専門部会
・第３回
本審

（予備日）

（予備日）
・第7回
専門部会
・第４回
本審

（予備日）
・第8回
専門部会
・第4回
本審

（予備日） （予備日）

第5回
本審

（異議審）
（予備）
（８月７日
答申の
場合）

第5回
本審

（異議審）
（予備）
（８月10日
答申の
場合）

第5回
本審

（異議審）
（予備）
（８月12日
答申の
場合）

開催時間 14：00～ 14：00～
13：00～
14：00～
16：00～

14:00～
16:00～

9：30～ 9：30～ 9：30～

公示期間

その他

９月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

審議会開催日程

第5回
本審

（異議審）
（予備）
（８月14日
答申の
場合）

第5回
本審

（異議審）
（予備）
（８月17日
答申の
場合）

・特定最
賃

第１回
産業別
専門部会
合同部会

第5回
本審

（異議審）
（予備）
（８月19日
答申の
場合）

（予備日）
敬老
の日

第６回
本審

（採決の
場合）

第６回
本審

（予備日）

第６回
本審

（９月11日
答申の
場合）

第６回
本審

（９月14日
答申の
場合）

開催時間 9:30～ 9:30～ 14：00～ 9:30～
14：00～
15：30～

14：00～
15：30～

14：00～
15：30～

14：00～ 14:00～ 14:00～ 14：00～
14：00～
15:30～

14：00～
15：30～

15：00～ 15：00～ 9:30～ 9:30～

公示期間

その他

令和８年度沖縄地方最低賃金審議会審議日程（案） 資料１０－２

特定

①②③④

第２回

・特定

①②③④

第３回

専門部会※12、13日除く

（予備日）

・特定

①②③④

第４回専門

第１回本審開催公示（26 日まで）

地賃改正答諮問意見聴取公示（16日まで）

専門部会委員推薦公示（16日まで）

第２回本審開催公示（28日まで）

第２回専門部会（事業場視察）実施予定期間

第３回本審開催公示（４日まで）

旧 盆

上記日程において３事業場程度視察

地賃改正答申（採決の場合）意見聴取（異議申出）（24日まで）

地賃改正答申（採決の場合）意見聴取（異議申出）（27日まで）

特賃改正諮問意見聴取公示 及び 専門部会委員推薦公示（24日まで）

特賃改正答申意見聴取公示

・9/11 → 9/28 ・9/14 → 9/29

・9/15 → 9/30 ・9/16 → 10/1

第３回本審開催公示（４日まで）

地賃改正答申（採決の場合）意見聴取（異議申出）（31日まで）

特賃改正答申意見聴取公示

・9/17 → 10/2 ・9/18 → 10/5

特賃改正答申意見聴取公示

・9/24 → 10/9 ・9/25 → 10/13
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10月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

審議会
会議種別

第６回
本審

（９月15日
答申の
場合）

第６回
本審

（９月16日
答申の
場合）

第６回
本審

（９月17日
答申の
場合）

第６回
本審

（９月18日
答申の
場合）

第６回
本審

（９月24日
答申の
場合）

第６回
本審

（９月25日
答申の
場合）

開催時間 9:30～ 9:30～ 9:30～ 9:30～ 9:30～ 9:30～

公示期間

その他

３月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

審議会
会議種別

第６回
本審

（予備日）

開催時間 16:00～ 16:00～

公示期間

その他
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別添１ 地域別最低賃金用

15日 8営業日 30日

→ → →

8月1日（土） 8月17日（月） 8月27日（木） 9月26日（土）

8月2日（日） 8月17日（月） 8月27日（木） 9月26日（土）

8月3日（月） 8月18日（火） 8月28日（金） 9月27日（日）

8月4日（火） 8月19日（水） 8月31日（月） 9月30日（水）

8月5日（水） 8月20日（木） 9月1日（火） 10月1日（木）

8月6日（木） 8月21日（金） 9月2日（水） 10月2日（金）

8月7日（金） 8月24日（月） 9月3日（木） 10月3日（土）

8月8日（土） 8月24日（月） 9月3日（木） 10月3日（土）

8月9日（日） 8月24日（月） 9月3日（木） 10月3日（土）

8月10日（月） 8月25日（火） 9月4日（金） 10月4日（日）

8月11日（火） 8月26日（水） 9月7日（月） 10月7日（水）

8月12日（水） 8月27日（木） 9月8日（火） 10月8日（木）

8月13日（木） 8月28日（金） 9月9日（水） 10月9日（金）

8月14日（金） 8月31日（月） 9月10日（木） 10月10日（土）

8月15日（土） 8月31日（月） 9月10日（木） 10月10日（土）

8月16日（日） 8月31日（月） 9月10日（木） 10月10日（土）

8月17日（月） 9月1日（火） 9月11日（金） 10月11日（日）

8月18日（火） 9月2日（水） 9月14日（月） 10月14日（水）

8月19日（水） 9月3日（木） 9月15日（火） 10月15日（木）

8月20日（木） 9月4日（金） 9月16日（水） 10月16日（金）

8月21日（金） 9月7日（月） 9月17日（木） 10月17日（土）

8月22日（土） 9月7日（月） 9月17日（木） 10月17日（土）

8月23日（日） 9月7日（月） 9月17日（木） 10月17日（土）

8月24日（月） 9月8日（火） 9月18日（金） 10月18日（日）

8月25日（火） 9月9日（水） 9月24日（木） 10月24日（土）

8月26日（水） 9月10日（木） 9月25日（金） 10月25日（日）

8月27日（木） 9月11日（金） 9月28日（月） 10月28日（水）

8月28日（金） 9月14日（月） 9月29日（火） 10月29日（木）

8月29日（土） 9月14日（月） 9月29日（火） 10月29日（木）

8月30日（日） 9月14日（月） 9月29日（火） 10月29日（木）

8月31日（月） 9月15日（火） 9月30日（水） 10月30日（金）

9月1日（火） 9月16日（水） 10月1日（木） 10月31日（土）

9月2日（水） 9月17日（木） 10月2日（金） 11月1日（日）

9月3日（木） 9月18日（金） 10月5日（月） 11月4日（水）

9月4日（金） 9月24日（木） 10月6日（火） 11月5日（木）

9月5日（土） 9月24日（木） 10月6日（火） 11月5日（木）

9月6日（日） 9月24日（木） 10月6日（火） 11月5日（木）

9月7日（月） 9月24日（木） 10月6日（火） 11月5日（木）

9月8日（火） 9月24日（木） 10月6日（火） 11月5日（木）

9月9日（水） 9月24日（木） 10月6日（火） 11月5日（木）

9月10日（木） 9月25日（金） 10月7日（水） 11月6日（金）

9月11日（金） 9月28日（月） 10月8日（木） 11月7日（土）

9月12日（土） 9月28日（月） 10月8日（木） 11月7日（土）

9月13日（日） 9月28日（月） 10月8日（木） 11月7日（土）

令和８年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表
（地域別最低賃金の場合）

※令和８年１月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効
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別添１ 地域別最低賃金用

15日 8営業日 30日

→ → →

令和８年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表
（地域別最低賃金の場合）

※令和８年１月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

9月14日（月） 9月29日（火） 10月9日（金） 11月8日（日）

9月15日（火） 9月30日（水） 10月13日（火） 11月12日（木）

9月16日（水） 10月1日（木） 10月14日（水） 11月13日（金）

9月17日（木） 10月2日（金） 10月15日（木） 11月14日（土）

9月18日（金） 10月5日（月） 10月16日（金） 11月15日（日）

9月19日（土） 10月5日（月） 10月16日（金） 11月15日（日）

9月20日（日） 10月5日（月） 10月16日（金） 11月15日（日）

9月21日（月） 10月6日（火） 10月19日（月） 11月18日（水）

9月22日（火） 10月7日（水） 10月20日（火） 11月19日（木）

9月23日（水） 10月8日（木） 10月21日（水） 11月20日（金）

9月24日（木） 10月9日（金） 10月22日（木） 11月21日（土）

9月25日（金） 10月13日（火） 10月23日（金） 11月22日（日）

9月26日（土） 10月13日（火） 10月23日（金） 11月22日（日）

9月27日（日） 10月13日（火） 10月23日（金） 11月22日（日）

9月28日（月） 10月13日（火） 10月23日（金） 11月22日（日）

9月29日（火） 10月14日（水） 10月26日（月） 11月25日（水）

9月30日（水） 10月15日（木） 10月27日（火） 11月26日（木）

10月1日（木） 10月16日（金） 10月28日（水） 11月27日（金）

10月2日（金） 10月19日（月） 10月29日（木） 11月28日（土）

10月3日（土） 10月19日（月） 10月29日（木） 11月28日（土）

10月4日（日） 10月19日（月） 10月29日（木） 11月28日（土）

10月5日（月） 10月20日（火） 10月30日（金） 11月29日（日）

10月6日（火） 10月21日（水） 11月2日（月） 12月2日（水）

10月7日（水） 10月22日（木） 11月4日（水） 12月4日（金）

10月8日（木） 10月23日（金） 11月5日（木） 12月5日（土）

10月9日（金） 10月26日（月） 11月6日（金） 12月6日（日）

10月10日（土） 10月26日（月） 11月6日（金） 12月6日（日）

10月11日（日） 10月26日（月） 11月6日（金） 12月6日（日）

10月12日（月） 10月27日（火） 11月9日（月） 12月9日（水）

10月13日（火） 10月28日（水） 11月10日（火） 12月10日（木）

10月14日（水） 10月29日（木） 11月11日（水） 12月11日（金）

10月15日（木） 10月30日（金） 11月12日（木） 12月12日（土）

10月16日（金） 11月2日（月） 11月13日（金） 12月13日（日）

10月17日（土） 11月2日（月） 11月13日（金） 12月13日（日）

10月18日（日） 11月2日（月） 11月13日（金） 12月13日（日）

10月19日（月） 11月4日（水） 11月16日（月） 12月16日（水）

10月20日（火） 11月4日（水） 11月16日（月） 12月16日（水）

10月21日（水） 11月5日（木） 11月17日（火） 12月17日（木）

10月22日（木） 11月6日（金） 11月18日（水） 12月18日（金）

10月23日（金） 11月9日（月） 11月19日（木） 12月19日（土）

10月24日（土） 11月9日（月） 11月19日（木） 12月19日（土）

10月25日（日） 11月9日（月） 11月19日（木） 12月19日（土）

10月26日（月） 11月10日（火） 11月20日（金） 12月20日（日）

10月27日（火） 11月11日（水） 11月24日（火） 12月24日（木）
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別添１ 地域別最低賃金用

15日 8営業日 30日

→ → →

令和８年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表
（地域別最低賃金の場合）

※令和８年１月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

10月28日（水） 11月12日（木） 11月25日（水） 12月25日（金）

10月29日（木） 11月13日（金） 11月26日（木） 12月26日（土）

10月30日（金） 11月16日（月） 11月27日（金） 12月27日（日）

10月31日（土） 11月16日（月） 11月27日（金） 12月27日（日）

11月1日（日） 11月16日（月） 11月27日（金） 12月27日（日）

11月2日（月） 11月17日（火） 11月30日（月） 12月30日（水）

11月3日（火） 11月18日（水） 12月1日（火） 12月31日（木）

11月4日（水） 11月19日（木） 12月2日（水） 1月1日（金）
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別添２　特定最低賃金用

15日 10営業日 30日

→ → →

9月1日（火） 9月16日（水） 10月5日（月） 11月4日（水）

9月2日（水） 9月17日（木） 10月6日（火） 11月5日（木）

9月3日（木） 9月18日（金） 10月7日（水） 11月6日（金）

9月4日（金） 9月24日（木） 10月8日（木） 11月7日（土）

9月5日（土） 9月24日（木） 10月8日（木） 11月7日（土）

9月6日（日） 9月24日（木） 10月8日（木） 11月7日（土）

9月7日（月） 9月24日（木） 10月8日（木） 11月7日（土）

9月8日（火） 9月24日（木） 10月8日（木） 11月7日（土）

9月9日（水） 9月24日（木） 10月8日（木） 11月7日（土）

9月10日（木） 9月25日（金） 10月9日（金） 11月8日（日）

9月11日（金） 9月28日（月） 10月13日（火） 11月12日（木）

9月12日（土） 9月28日（月） 10月13日（火） 11月12日（木）

9月13日（日） 9月28日（月） 10月13日（火） 11月12日（木）

9月14日（月） 9月29日（火） 10月14日（水） 11月13日（金）

9月15日（火） 9月30日（水） 10月15日（木） 11月14日（土）

9月16日（水） 10月1日（木） 10月16日（金） 11月15日（日）

9月17日（木） 10月2日（金） 10月19日（月） 11月18日（水）

9月18日（金） 10月5日（月） 10月20日（火） 11月19日（木）

9月19日（土） 10月5日（月） 10月20日（火） 11月19日（木）

9月20日（日） 10月5日（月） 10月20日（火） 11月19日（木）

9月21日（月） 10月6日（火） 10月21日（水） 11月20日（金）

9月22日（火） 10月7日（水） 10月22日（木） 11月21日（土）

9月23日（水） 10月8日（木） 10月23日（金） 11月22日（日）

9月24日（木） 10月9日（金） 10月26日（月） 11月25日（水）

9月25日（金） 10月13日（火） 10月27日（火） 11月26日（木）

9月26日（土） 10月13日（火） 10月27日（火） 11月26日（木）

9月27日（日） 10月13日（火） 10月27日（火） 11月26日（木）

9月28日（月） 10月13日（火） 10月27日（火） 11月26日（木）

9月29日（火） 10月14日（水） 10月28日（水） 11月27日（金）

9月30日（水） 10月15日（木） 10月29日（木） 11月28日（土）

10月1日（木） 10月16日（金） 10月30日（金） 11月29日（日）

10月2日（金） 10月19日（月） 11月2日（月） 12月2日（水）

10月3日（土） 10月19日（月） 11月2日（月） 12月2日（水）

10月4日（日） 10月19日（月） 11月2日（月） 12月2日（水）

10月5日（月） 10月20日（火） 11月4日（水） 12月4日（金）

10月6日（火） 10月21日（水） 11月5日（木） 12月5日（土）

10月7日（水） 10月22日（木） 11月6日（金） 12月6日（日）

10月8日（木） 10月23日（金） 11月9日（月） 12月9日（水）

10月9日（金） 10月26日（月） 11月10日（火） 12月10日（木）

10月10日（土） 10月26日（月） 11月10日（火） 12月10日（木）

10月11日（日） 10月26日（月） 11月10日（火） 12月10日（木）

10月12日（月） 10月27日（火） 11月11日（水） 12月11日（金）

10月13日（火） 10月28日（水） 11月12日（木） 12月12日（土）

10月14日（水） 10月29日（木） 11月13日（金） 12月13日（日）

令和８年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表
（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和８年１月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効
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別添２　特定最低賃金用

15日 10営業日 30日

→ → →

令和８年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表
（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和８年１月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

10月15日（木） 10月30日（金） 11月16日（月） 12月16日（水）

10月16日（金） 11月2日（月） 11月17日（火） 12月17日（木）

10月17日（土） 11月2日（月） 11月17日（火） 12月17日（木）

10月18日（日） 11月2日（月） 11月17日（火） 12月17日（木）

10月19日（月） 11月4日（水） 11月18日（水） 12月18日（金）

10月20日（火） 11月4日（水） 11月18日（水） 12月18日（金）

10月21日（水） 11月5日（木） 11月19日（木） 12月19日（土）

10月22日（木） 11月6日（金） 11月20日（金） 12月20日（日）

10月23日（金） 11月9日（月） 11月24日（火） 12月24日（木）

10月24日（土） 11月9日（月） 11月24日（火） 12月24日（木）

10月25日（日） 11月9日（月） 11月24日（火） 12月24日（木）

10月26日（月） 11月10日（火） 11月25日（水） 12月25日（金）

10月27日（火） 11月11日（水） 11月26日（木） 12月26日（土）

10月28日（水） 11月12日（木） 11月27日（金） 12月27日（日）

10月29日（木） 11月13日（金） 11月30日（月） 12月30日（水）

10月30日（金） 11月16日（月） 12月1日（火） 12月31日（木）

10月31日（土） 11月16日（月） 12月1日（火） 12月31日（木）

11月1日（日） 11月16日（月） 12月1日（火） 12月31日（木）

11月2日（月） 11月17日（火） 12月2日（水） 1月1日（金）

11月3日（火） 11月18日（水） 12月3日（木） 1月2日（土）

11月4日（水） 11月19日（木） 12月4日（金） 1月3日（日）

11月5日（木） 11月20日（金） 12月7日（月） 1月6日（水）

11月6日（金） 11月24日（火） 12月8日（火） 1月7日（木）

11月7日（土） 11月24日（火） 12月8日（火） 1月7日（木）

11月8日（日） 11月24日（火） 12月8日（火） 1月7日（木）

11月9日（月） 11月24日（火） 12月8日（火） 1月7日（木）

11月10日（火） 11月25日（水） 12月9日（水） 1月8日（金）

11月11日（水） 11月26日（木） 12月10日（木） 1月9日（土）

11月12日（木） 11月27日（金） 12月11日（金） 1月10日（日）

11月13日（金） 11月30日（月） 12月14日（月） 1月13日（水）

11月14日（土） 11月30日（月） 12月14日（月） 1月13日（水）

11月15日（日） 11月30日（月） 12月14日（月） 1月13日（水）

11月16日（月） 12月1日（火） 12月15日（火） 1月14日（木）

11月17日（火） 12月2日（水） 12月16日（水） 1月15日（金）

11月18日（水） 12月3日（木） 12月17日（木） 1月16日（土）

11月19日（木） 12月4日（金） 12月18日（金） 1月17日（日）

11月20日（金） 12月7日（月） 12月21日（月） 1月20日（水）

11月21日（土） 12月7日（月） 12月21日（月） 1月20日（水）

11月22日（日） 12月7日（月） 12月21日（月） 1月20日（水）

11月23日（月） 12月8日（火） 12月22日（火） 1月21日（木）

11月24日（火） 12月9日（水） 12月23日（水） 1月22日（金）

11月25日（水） 12月10日（木） 12月24日（木） 1月23日（土）

11月26日（木） 12月11日（金） 12月25日（金） 1月24日（日）

11月27日（金） 12月14日（月） 12月28日（月） 1月27日（水）
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別添２　特定最低賃金用

15日 10営業日 30日

→ → →

令和８年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表
（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和８年１月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

11月28日（土） 12月14日（月） 12月28日（月） 1月27日（水）

11月29日（日） 12月14日（月） 12月28日（月） 1月27日（水）

11月30日（月） 12月15日（火） 1月4日（月） 2月3日（水）

12月1日（火） 12月16日（水） 1月5日（火） 2月4日（木）

12月2日（水） 12月17日（木） 1月6日（水） 2月5日（金）

12月3日（木） 12月18日（金） 1月7日（木） 2月6日（土）

12月4日（金） 12月21日（月） 1月8日（金） 2月7日（日）

12月5日（土） 12月21日（月） 1月8日（金） 2月7日（日）

12月6日（日） 12月21日（月） 1月8日（金） 2月7日（日）

12月7日（月） 12月22日（火） 1月12日（火） 2月11日（木）

12月8日（火） 12月23日（水） 1月13日（水） 2月12日（金）

12月9日（水） 12月24日（木） 1月14日（木） 2月13日（土）

12月10日（木） 12月25日（金） 1月15日（金） 2月14日（日）

12月11日（金） 12月28日（月） 1月18日（月） 2月17日（水）

12月12日（土） 12月28日（月） 1月18日（月） 2月17日（水）

12月13日（日） 12月28日（月） 1月18日（月） 2月17日（水）

12月14日（月） 1月4日（月） 1月19日（火） 2月18日（木）

12月15日（火） 1月4日（月） 1月19日（火） 2月18日（木）

12月16日（水） 1月4日（月） 1月19日（火） 2月18日（木）

12月17日（木） 1月4日（月） 1月19日（火） 2月18日（木）

12月18日（金） 1月4日（月） 1月19日（火） 2月18日（木）

12月19日（土） 1月4日（月） 1月19日（火） 2月18日（木）

12月20日（日） 1月4日（月） 1月19日（火） 2月18日（木）

12月21日（月） 1月5日（火） 1月20日（水） 2月19日（金）

12月22日（火） 1月6日（水） 1月21日（木） 2月20日（土）

12月23日（水） 1月7日（木） 1月22日（金） 2月21日（日）

12月24日（木） 1月8日（金） 1月25日（月） 2月24日（水）

12月25日（金） 1月12日（火） 1月26日（火） 2月25日（木）

12月26日（土） 1月12日（火） 1月26日（火） 2月25日（木）

12月27日（日） 1月12日（火） 1月26日（火） 2月25日（木）

12月28日（月） 1月12日（火） 1月26日（火） 2月25日（木）

12月29日（火） 1月13日（水） 1月27日（水） 2月26日（金）

12月30日（水） 1月14日（木） 1月28日（木） 2月27日（土）

12月31日（木） 1月15日（金） 1月29日（金） 2月28日（日）

1月1日（金） 1月18日（月） 2月1日（月） 3月3日（水）

1月2日（土） 1月18日（月） 2月1日（月） 3月3日（水）

1月3日（日） 1月18日（月） 2月1日（月） 3月3日（水）

1月4日（月） 1月19日（火） 2月2日（火） 3月4日（木）

1月5日（火） 1月20日（水） 2月3日（水） 3月5日（金）

1月6日（水） 1月21日（木） 2月4日（木） 3月6日（土）

1月7日（木） 1月22日（金） 2月5日（金） 3月7日（日）

1月8日（金） 1月25日（月） 2月8日（月） 3月10日（水）

1月9日（土） 1月25日（月） 2月8日（月） 3月10日（水）

1月10日（日） 1月25日（月） 2月8日（月） 3月10日（水）
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別添２　特定最低賃金用

15日 10営業日 30日

→ → →

令和８年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表
（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和８年１月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

1月11日（月） 1月26日（火） 2月9日（火） 3月11日（木）

1月12日（火） 1月27日（水） 2月10日（水） 3月12日（金）

1月13日（水） 1月28日（木） 2月12日（金） 3月14日（日）

1月14日（木） 1月29日（金） 2月15日（月） 3月17日（水）

1月15日（金） 2月1日（月） 2月16日（火） 3月18日（木）

1月16日（土） 2月1日（月） 2月16日（火） 3月18日（木）

1月17日（日） 2月1日（月） 2月16日（火） 3月18日（木）

1月18日（月） 2月2日（火） 2月17日（水） 3月19日（金）

1月19日（火） 2月3日（水） 2月18日（木） 3月20日（土）

1月20日（水） 2月4日（木） 2月19日（金） 3月21日（日）

1月21日（木） 2月5日（金） 2月22日（月） 3月24日（水）

1月22日（金） 2月8日（月） 2月24日（水） 3月26日（金）

1月23日（土） 2月8日（月） 2月24日（水） 3月26日（金）

1月24日（日） 2月8日（月） 2月24日（水） 3月26日（金）

1月25日（月） 2月9日（火） 2月25日（木） 3月27日（土）

1月26日（火） 2月10日（水） 2月26日（金） 3月28日（日）

1月27日（水） 2月12日（金） 3月1日（月） 3月31日（水）

1月28日（木） 2月12日（金） 3月1日（月） 3月31日（水）

42



43

kiyunatmma
四角


kiyunatmma
フリーテキスト
 資 料 12



44


